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大玉村商業振興協同組合（商工会内）　 TEL 0243-48-3931　FAX 0243-48-4552
利用者の保護について（利用者資金の保全方法）
・「大玉村共通商品券」の発行者である大玉村商業振興協同組合は、資金決済法に基づき国に登録した上で商品券を発行しております。
資金決済法では、商品券などの前払式支払手段の発行者の事業が破綻した場合等のリスクについて利用者を一定の範囲で保護するために、毎年3/31及び9/30現在の未使用残高の1/2以上
の額の発行保証金を法務局へ供託、または金融機関等と保全契約・信託契約を締結することにより資金保全することが義務付けられております。
・商品券の保有者は万が一の場合、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有します。
・大玉村商業振興協同組合は福島地方法務局に金銭を供託する方法によって、資金決済法に定められた資金を保全しております。

　 ・取扱店自らの事業上の取扱（商品の仕
　　入れ等）及び自店の商品の購入

 　・たばこの購入 ・出資及び債務

※ 詳しくは取扱事業所の

   店頭にてご確認願います

　 ・国や地方公共団体等への支払い （税金
　　電気・水道料金等の公共料金）

 　・換金性の高いもの（有価証券、商品券、
　　ビール券、図書券、切手、印紙、ＪＲ券等）

 　・現金との換金、金融機関への預け入れ

大玉村共通商品券が使用できないもの 

令和５年３月３１日　現在　

※下記の取扱事業所でご利用になれます。

取 扱 事 業 所大玉村共通商品券

昇


